
 
いたばしPay加盟店の代金等の決済にかかる換金手数料の及び振込手数料等の規約新旧対照表 

新 旧 備考欄 

（換金手数料） 

第2条 加盟店規約第２条第1項に定める加盟店（以下「加盟店」とします。）が
代金等の決済に関して加盟店規約第１３条第１項の板橋区商店街振興組合

連合会（以下「本会」といいます。）に支払うべき換金手数料については、細

目を定める。 
1​ 換金手数料の適用開始日 

令和７年１０月１日（水） 
  

2​ 換金手数料の料率 
 大型店 中小店 個店 

商連・振連加盟 1.2％ 0.8％ 0.3% 

上記以外 2％ 1.5％ 1.0% 

 
（用語の説明） 
商連・振連加盟：板橋区商店街連合会および板橋区商店街振興組合連合 
　　　　　　　　会に加盟する商店会（街）に所属する商店（賛助会員　　　　　　　

　含む） 
中　小　個　店：中小企業基本法第2条に規定する法人および個人事業者 
大　　型　　店：上記「中小個店」区分に属しない大規模企業 

（換金手数料） 
第2条 加盟店規約第２条第1項に定める加盟店（以下「加盟店」とします。）が
代金等の決済に関して加盟店規約第１３条第１項の板橋区商店街振興組合

連合会（以下「本会」といいます。）に支払うべき換金手数料については、当

面の間、無料とします。 

 
 
 
 
 

（変更） 
 

（追加） 
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